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第 １０ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  令和５年１０月１７日（火）午前１０時００分 

 

場      所  津市美里庁舎 ２階 会議室１ 

 

出 席 部 会 委 員   3下井 弘・ 4田村 明・ 5若林 卓哉・ 8喜多 義幸 

9竹尾 泰・10田中 茂人・11清水 喜代己 

12平松 崇己・13横山 光次・19太田 義政 

21坂野 大徹・23水谷 隆 

                                 以上１２名 

 

欠 席 委 員    1小澤 哲男・ 2川邊 千秋 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第１農地部会長 太田 義政 

 

事 務 局 職 員   野村事務局長・加賀次長・江副主査 

 

総 合 支 所   河芸：本郷副主幹 芸濃：中山主査 美里：中瀬担当副主幹 

          安濃：横井担当副主幹  

 

議 事 録 署 名 者   9竹尾 泰・10田中 茂人 

 

事      項 

 報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について 

 報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

 報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

 報告第５号 買受適格証明願（競売）について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（区分地上権） 

 議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

 議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権） 

 議案第９号 非農地証明願について 

 議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和 4年法律第５６号） 

        附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について<別冊> 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   早速でございますが、第１０回第１農地部会を開催いたします。 

       本日は１番 小澤 哲男委員と２番 川邊 千秋委員が欠席で、出席委員は

１２名でございます。 

       それでは、議事録署名者を私のほうから指名させていただきます。 

       ９番 竹尾 泰委員、１０番 田中 茂人委員よろしくお願いします。 

       それでは初めに、会長専決等の報告事項に入ります。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   まず、議案を説明させていただく前に、恐れ入りますが、議案書の訂正を１

箇所、お願いいたします。 

       

 １１ページの報告第５号をご覧ください。 

       合計欄に記載された農地の種別につきまして、【田】となっているところを

【畑】に修正をお願いします。 

 

       続きまして、別冊でお配りした議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地

利用集積計画の決定についての４ページ及び５ページをご覧下さい。 

       整理番号３－１４－１及び５ページに記載された整理番号３－１４－２の記

載が漏れておりました。この修正に合わせて、４４ページ及び４５ページに詳

細を追加いたしました。 

       これらの修正に伴い、全体のページ数も変更されることから改めて利用集積

計画をお手元にお配りさせていただきました。 

       訂正等は以上になります。 

  

       それでは、議案書の 1ページから 3ページをお願いいたします。 

       報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま 

      す。 

       番号１から番号１９で、件数は１９件、合計面積は４２，８８３㎡で、その 

      内訳は田が２２，３００㎡で畑が２０，５８３㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約 

したものであります。 

 

       ４ページから７ページをお願いいたします。 

       報告第２号 農地法第３条の３の規定による届出について、でございます。 

       番号１から１１で、件数は１１件、合計面積は４１，４３８㎡で、その内訳 

      は田が２９，５４１㎡、畑が１１,８８１㎡でございます。 

       これらにつきましては、相続の届出でございます。 

       なお、現況地目が農地以外になっているところは、無断転用の可能性があり 

      ますので、届出人に対して指導しております。 
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       ８ぺージをお願いいたします。 

       報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ 

      います。 

       番号１ 駐車場用地 

       番号２ 長屋住宅用地 

       以上、件数は２件、合計面積は１，７４９㎡で、田が９９２㎡で畑が７５７ 

      ㎡ございます。 

         

       ９ページから１０ページをお願いします。 

       報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権 

      移転）、でございます。 

       番号１ 一般個人住宅用地 

       番号２ 分譲住宅用地 

       番号３ 共同住宅用地 

       番号４ 一般個人住宅用地 

       番号５ 貸駐車場用地 

       番号６ 共同住宅用地 

       番号７ 駐車場用地 

       番号８ 美容院及び駐車場用地 

       番号９ 共同住宅用地 

       番号１０ 倉庫及び小動物小屋用地 

       番号１１ 店舗及び駐車場用地 

                                         

       以上、件数は１１件、合計面積は５，９１５．７１㎡で、その内訳は田が４， 

      ０８６．７１㎡で畑が１，８２９㎡でございます。 

                                         

       １１ぺージをお願いします。 

       報告第５号 買受適格証明願（競売）について、でございます。 

       番号１ 分譲住宅用地 

       これにつきましては、三重県地方税回収機構が行う不動産競売に参加するた 

      めの証明願であり、対象農地が市街化区域内でありますことから、農地法第５ 

      条の届出が添付されております。 

       以上、合計件数は１件、合計面積は 畑で３１６㎡でございます。 

       報告案件につきまして、以上で説明を終わります。 

       よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは、議案事項に入ります。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）事

務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、１２ページをお願いします。 

       議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

       番号１、地区 橋南、申請地 津興船頭町    、登記地目・現況地目と
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も畑、面積 ２３９㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人      外１

名。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、遠方による耕作不便のためです。 

  

       番号２、地区 安東、申請地 河辺町正ノ坪    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ５８７㎡、受人     、面積 ９，６７８㎡、渡人     。 

       譲受理由及び譲渡理由は、自作地相互の交換のためです。 

  

       番号３、地区 安東、申請地 河辺町小脇    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ２９㎡ 外２筆、合計面積 ２２７㎡、受人     、面積 １

５，０００㎡、渡人     。 

       譲受理由及び譲渡理由は、自作地相互の交換のためです。 

  

       番号４、地区 大里、申請地 大里睦合町古川    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ８８９㎡、受人     、面積 ５３５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

  

       番号５、地区 高野尾、申請地 高野尾町東豊久野    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 １，０２４㎡、受人     、面積 ４３，７２７．

１０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号６、地区 高野尾、申請地 高野尾町清水    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １０９㎡ 外３筆、合計面積 ２，６９２㎡、受人     、

面積 １００，３００㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       １３ページをお願いします。 

       番号７、地区 神戸、申請地 神戸西垣内    、登記地目・現況地目と

も畑、面積 ３３３㎡ 外２筆、合計面積 ６００㎡、受人     、面積 

０㎡、渡人      外１名。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、労力不足のためです。 

  

       番号８、地区 黒田、申請地 河芸町浜田上箕田    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，４１８㎡ 外２筆、合計面積 ３，４３７㎡、受人  

          、面積 １４，２９５㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号９、地区 黒田、申請地 河芸町赤部天王前    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，９６４㎡、受人     、面積 ５，５０５㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 
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       番号１０、地区 明、申請地 芸濃町楠原上新開    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ２９㎡、受人     、面積 ２，６７０㎡、渡人   

         。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

 

       １４ページをお願いします。 

       番号１１、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本新町    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９４㎡ 外４筆、合計面積 ５，２６０㎡、受人     、

面積 １，０２７㎡、渡人     。 

       譲受理由は、受贈のため、譲渡理由は、贈与のためです。 

  

       番号１２、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本新町    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ３９０㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、受贈のため、譲渡理由は、贈与のためです。 

  

       番号１３、地区 明合、申請地 安濃町野口大谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 ９７１㎡ 外１筆、合計面積 １，９７５㎡、受人    

        、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１４、地区 明合、申請地 安濃町野口大谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，２２５㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１５、地区 明合、申請地 安濃町野口大谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，５６３㎡ 外１筆、合計面積 ３，１７４㎡、受人  

          、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、営農縮小のためです。 

  

       １５ページをお願いします。 

       番号１６、地区 明合、申請地 安濃町大塚久保    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ９５１㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号１７、地区 明合、申請地 安濃町大塚久保    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ８９４㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

       なお、    につきましては、農農地所有適格法人の要件である、法人形

態要件、事業要件、議決権要件、役員要件のすべてを満たしていることを添付
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書類で確認しております。 

  

       番号１８、地区 草生、申請地 安濃町安部イザナギ    、登記地目・

現況地目とも田、面積 ４２２㎡ 外２筆、合計面積 ４，０４８㎡、受人  

          、面積 ７，２７６㎡、渡人     。 

       譲受理由は、耕作利便のため、譲渡理由は、遠方による耕作不便のためです。 

  

       番号１９、地区 村主、申請地 安濃町南神山井坪    、登記地目・現

況地目とも畑、面積 １６７㎡、受人     、面積 ０㎡、渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、遠方による耕作不便のためです。 

  

       番号２０、地区 辰水、申請地 美里町家所野田興    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ５３０㎡、受人     、面積 １８，６１１㎡、渡

人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号２１、地区 長野、申請地 美里町北長野細野    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ８４９㎡ 外１筆、合計面積 １，８７８㎡、受人   

         、面積 １７，９２２㎡、渡人     。 

       譲受理由は、営農拡大のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       以上、件数は２１件、面積は３２，１８０㎡で、このうち田が２７，５１１

㎡、畑が４，６６９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地

域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件

のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。   

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

   番号１、地区 橋南、番号２、番号３、地区 安東。 

 

事 務 局   番号１番、２番、３番は、本日、川邊委員が欠席のため、事前に現地委員に確

認して問題ないということを確認しております。 

       １番橋南は１０月１０日に推進委員さんと現地確認した上で問題ないと報告

を受けております。 

       ２番につきましては１０月６日に推進委員と現地を確認したところ問題ない

という報告を受けております。 

       ３番につきましては１０月６日に推進委員と現地確認をしたところ、問題な

いという報告を受けております。 

       以上です。 
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議  長   番号４、地区 大里、番号５、番号６、地区 高野尾、お願いします。 

 

若林委員   ５番若林です。推進委員と現地確認させてもらいましたが、何ら問題ないの

で許可お願いします。 

 

議  長   番号７、地区 神戸、お願いします。 

 

事 務 局   本日、小澤委員が欠席という事ですが、７番神戸の案件に関しましては、１

０月６日に現地確認を行い、問題はない旨の報告を受けております。 

 

議  長   番号８、番号９、地区 黒田、お願いします。 

 

喜多委員   ８番喜多です。番号８と９、事務局の説明通りです。何ら問題ございません

のでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号１０、地区 明、番号１１、番号１２、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。番号１０番、１１番、１２番、１０月６日に事務局、推進委

員の方と現地確認をしました。特に問題は無いと判断をしました。 

 

議  長   番号１３から番号１７、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。現地は作られてない様なところですが、作るという事で何

ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１８、地区 草生、番号１９、地区 村主、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。１０月６日、事務局、推進委員の方と現地確認させていた

だきました。何ら問題ないという事でよろしくお願いします。 

 

議  長   番号２０、地区 辰水、番号２１、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。現地確認をさせていただきましたところ、農地として所有

権を移転するという事で、何ら問題ないのでよろしくお願いします。 

 

議  長   所有権移転の案件が多かったようですが、農地として守られるという事です。

番号１から番号２１について、地元委員さんから異議なしということですが、

皆さんいかがでしょうか。 

  

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第１号については、許可をすることに決定い

たします。 

 



8 

 

   次に議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページをお願いいたします。 

       議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）、で

ございます。 

       番号１、地区 明合、申請地 安濃町野口西谷    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ９２６㎡ 外２筆、合計面積 １，７２３㎡、借受人    

        、面積 ０㎡、貸渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号２、地区 明合、申請地 安濃町野口西谷    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １，０５０㎡ 外１筆、合計面積 ２，１４２㎡、借受人  

          、面積 ０㎡、貸渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       番号３、地区 明合、申請地 安濃町野口北興    、登記地目・現況地

目とも田、面積 ２，１２５㎡ 外１筆、合計面積 ４，４５８㎡、借受人  

          、面積 ０㎡、貸渡人     。 

       譲受理由は、新規営農のため、譲渡理由は、高齢化による労力不足のためで

す。 

  

       以上、件数は３件、合計面積は８，３２３㎡で、田が８，２４２㎡で畑が８

１㎡でございます。 

       これらの案件につきましては、すべて賃借人が適正な営農を行っていないと

なった時に契約を解除できる、解除条件付きの賃貸借契約書が添付されており

ます。 

       また、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件など、農

地法第３条第２項各号にも該当しないため、許可要件のすべてを満たしている

と考えます。 

  

       以上で説明を終わります。   

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１から番号３、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。何ら問題ないとはなかなか言い切れないと思いますが、ブ

ルーベリーを作るところの会社がお金を出して賃借りするという形ですが、こ

ういう形が今後増えてくるかも分かりません。たまたま今回は地主さんが賃貸

借の形なのですが、ブルーベリーを作られるという事で許可を出すのはおかし

くないと思います。よろしくお願いします。 
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議  長   １号議案でも新規営農という    というのが上がっておりましたが。 

 

事 務 局   今回初めてです。 

 

議  長   番号１から番号３について、地元委員さんから、異議なしと言う事です。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第２号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

   次に議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（区分地上

権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １８ページをお願いいたします。 

       議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について（区分地上権）、

でございます。 

  

       番号１、地区 長野、申請地 美里町南長野蛇波見    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １，６０７㎡、区分地上権者     、区分地上権設

定者     。 

       設定理由は、区分地上権者及び区分地上権設定者ともに営農型太陽光による

区分地上権の設定のためです。 

  

       番号２、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，１８８㎡、区分地上権者     、区分地上権設定

者     。 

       設定理由は、区分地上権者及び区分地上権設定者ともに営農型太陽光による

区分地上権の設定のためです。 

  

       番号３、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，３４６㎡、区分地上権者     、区分地上権設定

者     。 

       設定理由は、区分地上権者及び区分地上権設定者ともに営農型太陽光による

区分地上権の設定のためです。 

  

       番号４、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，３４７㎡、区分地上権者     、区分地上権設定

者     。 

       設定理由は、区分地上権者及び区分地上権設定者ともに営農型太陽光による

区分地上権の設定のためです。 

  

       番号５、地区 明合、申請地 安濃町田端上野川原    、登記地目・現
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況地目とも田、面積 ２，３６２㎡、区分地上権者     、区分地上権設

定者     。 

       設定理由は、区分地上権者及び区分地上権設定者ともに営農型太陽光による

区分地上権の設定のためです。 

  

       以上、件数は５件で、合計面積は７，８５０㎡、すべて田でございます。 

       この案件につきましても、農地法第３条第２項ただし書きには該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

       なお、この案件に関連し、議案第８号農地法第５条１項の規定による許可申

請について（地上権）もご審議いただきます。 

 

       以上で説明を終わります。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１から番号４、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。番号１、２、３、４、事務局の説明通り、営農型太陽光と

いう事で、別に問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   番号５、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。太陽光の下で榊を作るという事で、太陽光をさせて、投資

させるのだと思いますが、営農型という事で、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから、異議のない旨の発言でござ

います。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第３号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

   次に議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてです。 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いします。 

       議案第４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について、でござい

ます。 

  

       番号１、地区 安濃、申請地 安濃町清水佐倉    、登記地目・現況地

目とも田、面積 １７０㎡ 外２筆、合計面積 ７５９㎡、申請者     。 

       これにつきましては、申請地を長屋新築とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       以上、件数は１件、面積は７５９㎡で、すべて田でございます。 

       この案件につきましては、農地法第４条第６項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１、地区 安濃、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。    の中にあるところでして、周囲は家が建っていま

して、新しくアパートを建てるという事で問題ないと思います。よろしくお願

いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議なしという事でございます。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第４号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

       次に議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有 

      権移転）、事務局の説明をお願いします。 

 

 

事 務 局   ２０ページをお願いします。 

       議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）、でございます。 

  

       番号１、地区 黒田、申請地 河芸町赤部東浦    、登記地目 畑、現

況地目 雑種地、面積 １６１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       平成元年ごろから駐車場として使用していた旨の始末書の提出がありますこ

とから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 黒田、申請地 河芸町浜田上箕田    、登記地目 田、

現況地目 畑、面積 ２０４㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号３、地区 豊津、申請地 河芸町影重浜新田    、登記地目 畑、
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現況地目 雑種地、面積 １，５６５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を資材置場用地とするものです。 

       令和３年２月ごろに資材置場として利用していた旨の始末書の提出がありま

すことから、これを追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号４、地区 明、申請地 芸濃町忍田満谷    、登記地目・現況地目

とも田、面積 ９８８㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を植林とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号５、地区 明、申請地 芸濃町中縄藤廼井    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ６０４㎡ 外１筆、合計面積 ７３４㎡、受人     、

渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、５４５㎡、パネル設置率は、７４．２％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号６、地区 明、申請地 芸濃町中縄大市込    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ６７５㎡ 外１筆、合計面積 １，３８３㎡、受人     、

渡人      外１名。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、３８１．６㎡、メンテナンススペースと資材置場を確保

するため、パネル設置率は、２７．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号７、地区 椋本、申請地 芸濃町椋本念佛田    、登記地目 田、

現況地目 畑、面積 １，４５７㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。 

       パネル設置面積は、４０２㎡、メンテナンススペースと資材置場を確保する

ため、パネル設置率は、２７．６％になります。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       ２１ページをお願いします。 

       番号８、地区 辰水、申請地 美里町家所南之内    、登記地目・現況

地目とも畑、面積 ６９５㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       番号９、地区 高宮、申請地 美里町三郷西出    、登記地目 畑、現

況地目 宅地、面積 ７１㎡、受人     、渡人     。 

       これにつきましては、申請地を工場用地とするものです。 

       平成２２年に倉庫を建設した旨の始末書の提出がありますことから、これを

追認しようとするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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       以上、件数は９件で、面積は７，２５８㎡で、このうち田が２，６４９㎡、

畑が４，６０９㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

   番号１、番号２、地区 黒田 

 

喜多委員   ８番喜多です。事務局が先ほど説明していただいたとおり何ら問題ございま

せんので、よろしくお願いします。 

 

議  長   番号３、地区 豊津、お願いします。 

 

喜多委員   １０月６日に部会長、私、地元推進委員、事務局も現地に来ていただいて見

ていただきました。何ら問題ないかと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   番号４から番号６、地区 明、番号７、地区 椋本、お願いします。 

 

竹尾委員   ９番竹尾です。４番、５番、６番、７番と１０月６日に事務局、推進委員の

方と一緒に現地確認しました。特に問題ないと判断をしました。 

 

議  長   番号８、地区 辰水、番号９、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。現地を確認させていただきましたところ、両物件とも何も

問題ないとしてお願いします。 

 

議  長   番号１から番号９について、地元委員さんから、異議なしという事でした。 

   皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第５号について許可をすることに決定いたし

ます。 

 

   次に議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸

借権）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２２ページをお願いします。 

       議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）、でございます。 

       番号１、地区 安東、申請地 安東町東園    、登記地目 田、現況地
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目 畑、面積 １，１２８㎡の内１５０㎡ 外２筆、合計面積 ２，３８８㎡

の内６００㎡、借受人     、貸渡人     。 

       これにつきましては、申請地を１か月間の資材置場用地として一時転用する

ものです。 

       農地区分は、第１種農地と判断されます。 

  

       番号２、地区 雲出、申請地 雲出長常町若子    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ２，９１６㎡の内１，６９６㎡、借受人      、貸渡

人     。 

       これにつきましては、申請地をネギ集出荷場、倉庫、駐車場、資材置場とす

るものです。 

       農地区分は、農用地区域内農業用施設用地と判断されます。 

  

       以上、件数は２件で、合計面積は２，２９６㎡で、このうち田が６００㎡、

畑が１，６９６㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

   番号１、地区 安東、お願いします。 

 

事 務 局   川邊委員が欠席ですので、１０月１３日推進委員と現地確認をして問題がな

い旨の報告を受けておりますのでご報告させていただきます。 

 

議  長   番号２、地区 雲出、お願いします。 

 

下井委員   ３番下井です。この案件ですけど、先般関係者と現地確認しまして、特に問

題ないということです。地主の    さん所有の土地を、自分が    に

貸すというかたちです。白ネギの集出荷、資材置場、駐車場に使うという事で

す。問題ないと思います。 

 

議  長   番号１、番号２について、地元委員さんから、異議のない旨の発言でござい

ます。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案６号については、許可をすることに決定いた

します。 

 

   次に議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用

貸借）事務局の説明をお願いします。 



15 

 

 

事 務 局   ２３ページをお願いします。 

       議案第７号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

       番号１、地区 高宮、申請地 美里町三郷西出    、登記地目・現況地

目とも畑、面積 ４９９㎡、借受人      外１名、貸渡人     。 

       これにつきましては、申請地を一般個人住宅用地とするものです。 

       農地区分は、第２種農地と判断されます。 

  

       以上、件数は１件で、合計面積は４９９㎡で、すべて畑でございます。 

       この案件につきましても、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

 

       番号１、地区 高宮、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。この案件、現地確認しましたが別に問題ないと思います。

よろしくお願いします。 

 

議  長   番号１について、地元委員さんから、異議のない旨の発言がありました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第７号については、許可をすることに決定を

いたします。 

 

    次に議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上

権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２４ページをお願いします。 

       議案第８号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地上権）、

でございます。 

       番号１、地区 長野、申請地 美里町南長野蛇波見    、登記地目・現

況地目とも田、面積 １，６０７㎡の内０．３６㎡、借受人     、貸渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を１０年間、営農型太陽光発電施設用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

  

       番号２、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況
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地目とも田、面積 １，１８８㎡の内０．３０㎡、借受人     、貸渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を１０年間、営農型太陽光発電施設用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

  

       番号３、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，３４６㎡の内０．２９㎡、借受人     、貸渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を１０年間、営農型太陽光発電施設用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

  

       番号４、地区 長野、申請地 美里町桂畑墓之谷    、登記地目・現況

地目とも田、面積 １，３４７㎡の内０．３０㎡、借受人     、貸渡人  

          。 

       これにつきましては、申請地を１０年間、営農型太陽光発電施設用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

  

       番号５、地区 明合、申請地 安濃町田端上野川原    、登記地目・現

況地目とも田、面積 ２，３６２㎡の内０．３８㎡、借受人     、貸渡

人     。 

       これにつきましては、申請地を１０年間、営農型太陽光発電施設用地として

一時転用するものです。 

       農地区分は、農用地区域と判断されます。 

  

       以上、件数は５件で、面積は１．６３㎡で、すべて田でございます。 

       いずれの案件につきましても、許可要件である、転用の確実性・周辺農地へ

の被害防除措置・下部の営農計画が一時転用許可期間中に適切な継続が確実で

あるか・農作物の生育に適した日照量を保つための設計となっているか・支柱

の高さが２ｍ以上を確保し、農業機械等の利用が可能であるかを確認したとこ

ろ、特に問題がないものと判断され、許可要件のすべてを満たしていると考え

ます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１から番号４、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。先ほど議案第３号でもありました様に、営農型の地上権と

いうことで、１番、２番、３番、４番もいずれも良く似たところで、圃場整備

したところであっても棚田の様なところでして、現在でも遊休地になろうとし

ているところですので、よろしくお願いします。問題ないと思います。 
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議  長   番号５、地区 明合、お願いします。 

 

平松委員   １２番平松です。支柱部分をということで、何ら問題ないと思います。よろ

しくお願いします。 

 

議  長   １０年後はどうなるのですか。自動的に更新とか。 

 

事 務 局   再度申請です。 

 

議  長   こちらから指示するのですか。 

 

事 務 局   継続しているようでしたら、再度申請する様に指導します。指示の義務は無

いのですけど、申請者が本来出すべきですが、漏れるとよろしくないので。 

 

議  長   一時転用は１０年以上は出来ないのですか。 

 

事 務 局   １０年以上は出来ません。 

 

議  長   番号１から番号５について、地元委員さんから、異議無しということでござ

います。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第８号については、許可をすることに決定い

たします。 

 

   次に議案第９号 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ２５ページをお願いします。 

       議案第９号 非農地証明願について、でございます。 

       番号１、地区 長野、願出者     、申請地 美里町南長野観音寺   

        、登記地目 田、現況地目 宅地、面積 ２８３㎡ 外３筆、合計面積 ６

８５㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（平成１５年撮影）により、

申請地に平成５年頃から作業所及び農機具等の大型化に伴い倉庫等を建設し、

現在に至ることが確認できました。 

  

       番号２、地区 長野、願出者     、申請地 美里町南長野東浦    、

登記地目 田、現況地目 宅地、面積 ６３４㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（平成１５年撮影）により、

申請地に平成１５年６月ごろに居宅・車庫・物置等を建築し、現在に至ること

が確認できました。 
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       番号３、地区 草生、願出者     、申請地 安濃町草生小丸    、

登記地目 畑、現況地目 山林、面積 １３２㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（平成１５年撮影）により、

申請地に前売主が昭和５０年頃に山林化し、現在に至ることが確認できました。 

  

       番号４、地区 草生、願出者     、申請地 安濃町安部宮ノ下    、

登記地目 畑、現況地目 山林、面積 ２１４㎡ 外１筆、合計面積 ３８９

㎡。 

       これにつきましては、空中写真撮影記録証明書（平成１５年撮影）により、

申請地に願出者の父が昭和５０年頃に杉の木を植樹したが、放置され現在に至

ることが確認できました。 

  

       以上、件数は４件で、合計面積は１，８４０㎡、このうち田が１，２８７㎡、

畑が５５３㎡でございます。 

       いずれの案件につきましても、申請地は農地以外の用に供され２０年以上が

経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定

に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えないものと考え

ます。 

  

       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明が終わりました。地元委員の意見を伺います。 

       番号１、番号２、地区 長野、お願いします。 

 

清水委員   １１番清水です。事務局から説明がございましたが、１番も２番も、そのよ

うなことでございます。何も問題ないと思っております。 

 

議  長   番号３、番号４、地区 草生、お願いします。 

 

横山委員   １３番横山です。現地確認させていただきました。３番、４番、同じように

山林になってきまして、畑に戻る様な状態では無かったので、よろしくお願い

します。 

 

議  長   番号１から番号４について、地元委員さんから、異議のない旨の発言があり

ました。 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第９号については、証明することといたしま 

      す。 

       

       次に別冊でお配りしました、議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一 

      部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利 
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      用集積計画の決定についてです。 

 

       事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   議案第１０号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年

法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画の決定について、

でございます。 

       それでは、資料の１ページ、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧くださ

い。 

       各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

       まず、津地区をご覧ください。 

       田の賃貸借、使用貸借で６０，１８３㎡畑の賃貸借、使用貸借で７，２８０

㎡、契約件数は１６件でございます。 

       河芸地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で９，９９９㎡、契約件数

は４件でございます。 

       安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借８９，９１３㎡畑の賃貸借

で１，３５９㎡、契約件数は１４件でございます。 

       芸濃地区につきましては、田の使用貸借で１９，８１９㎡、契約件数は６件

でございます。 

       美里地区につきましては、田の所有権移転で２，６８３㎡、契約件数は１件

でございます。 

       香良洲地区につきましては、該当がございませんでした。 

       以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて１８２，

５９７㎡、畑の集積は、賃貸借、使用貸借で８，６３９㎡、合計契約件数は４

１件、合計面積は１９１，２３６㎡となっております。 

  

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

       地区別の認定農業者への集積は津地区１０件、河芸地区１件、安濃地区７件、

芸濃地区５件で合計２３件、合計面積は１１６，４２０㎡でございます。 

       なお、認定農業者への集積率は、件数で５６％、面積で６１％となっており

ます。 

  

       続きまして、「農地中間管理事業」を利用した案件についてご説明いたしま

す。 

       人・農地プランの作成が要件となっている新規のものについて、「農用地利

用集積計画の概要」の該当箇所、今回は５ページにあります３－１４－２の１

件になり、整理番号の左側の欄外にアルファベットの「Ｎ」を記載しています。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規

定による、改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

       次に、２枚目からの「農用地利用集積計画の概要」でございますが。 

       今回の利用集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与

の制限に該当する案件はございません。 
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       以上で説明を終わります。 

       ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   説明が終わりました。 

 

       今月分については、議事参与の制限に該当する案件がありませんので、この

ままご審議をお願いします。 

 

       皆さんいかがでしょうか。 

 

この件について、いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。 

       以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 

       これをもちまして、第１０回第１農地部会を終了いたします。 

 

午前１１時０６分 

 

    令和５年１０月１７日 

 

議事録署名者                                    

 

議事録署名者                    


